
資機材整備に関する補助金交付までの流れ

① 交付申請 

② 交付決定通知 

③ 資機材購入（修繕）

④ 実績報告

⑤ 補助金確定

⑥ 補助金請求  

見積業者
購入店舗等

町内会
自治会

防災対策課
見積依頼

見積書作成
①交付申請

□ 令和８年度加古川市自主防災組織補助金交付申請書【資機材整備】
□ 収支予算書 □ 資機材整備明細表
□ 自主防災組織規約 □ 自主防災組織の役員名簿
□ 自主防災組織の活動区域図 □ 自主防災組織の組織表
□ 自主防災組織の活動計画書※１ □ 現有資機材一覧表（保有資機材報告書でも可）
□ 購入（修繕）資機材の見積※２
※１ 令和８年度の活動計画がわかるもの
※２ 原則として金額、規格が明示されている見積書を提出のこと。

②交付決定通知
③資機材購入（修繕）

納品・請求

代金支払い

領収書発行
④実績報告

⑤補助金確定

□ 令和８年度加古川市自主防災組織補助事業実績報告書【資機材整備】
□ 資機材整備明細表 □ 収支決算書
□ 購入（修繕）資機材の領収書原本※１
□ 購入（修繕）資機材の保管場所の位置図
□ 保管場所の写真※２ □ 購入資機材の写真※３
※１ 原本の返却が必要な場合は、コピーを併せて提出のこと
※２ 注意点については「★保管場所の写真について」を参照のこと
※３ 購入（修繕）資機材の数量が確認できるよう撮影のこと

□ 令和８年度加古川市自主防災組織補助金請求書
□ 通帳のコピー（口座名義・番号を確認できるもの）
□ 委任状（振込口座の名義が代表者以外である場合）

⑥補助金請求

補助金交付

フローチャート

申請書類を審査し、補助金交付決定書等を送付します。

交付申請書等必要書類を用意し、防災対策課へ提出してください。

※交付決定前に購入（修繕）した資機材は補助の対象外です。

・補助金交付決定書を受領したら、申請した防災用資機材を購入（修繕）してください。
※必ず領収書と明細がわかるものを発行してもらうこと
・申請時に提出した見積と異なる資機材を購入（修繕）する場合は事前に変更申請が必要です。

実績報告書等必要書類を用意し、防災対策課へ提出してください。

実績報告を審査し、結果をお電話等でお伝えします。
・交付決定額と補助金確定額が同額の場合、補助金確定通知は省略します。
・交付決定額と補助金確定額が異なる場合、補助金確定通知書を送付します。

補助金請求書に必要事項を記入のうえ、必要書類と併せて防災対策課へ提出してください。
提出書類に不備等がない場合、請求から１か月程度で指定された口座へ補助金を振り込みます。



防災活動に関する補助金交付までの流れ

① 交付申請

② 交付決定

③ 防災活動の実施

④ 実績報告

⑤ 補助金確定

⑥ 補助金請求

見積業者
購入店舗等

町内会
自治会

防災対策課
見積依頼

見積書作成
①交付申請

□ 令和８年度加古川市自主防災組織補助金交付申請書【防災活動】
□ 事業計画及び収支予算書 □ 防災活動に要する経費の見積書※１
□ 連携事業計画書※２
※１ 宛名が申請団体と同一であるもの
※２ 複数の自主防災組織（２団体以上）が連携して防災活動を実施する場合

②交付決定通知

購入等

納品・請求

代金支払い

領収書発行

④実績報告

⑤補助金確定

□ 令和８年度加古川市自主防災組織補助事業実績報告書【防災活動】
□ 収支決算書 □ 連携事業報告書※１
□ 事業を実施したことが確認できる写真等 □ 防災活動に要した経費が確認できる領収書
□ 避難行動要支援者に係る連絡票※２ □ 避難支援等活動報告書※２
※１ 複数の自主防災組織（２団体以上）が連携して防災活動を実施した場合
※２ 避難行動要支援者の避難支援等の場合

□ 令和８年度加古川市自主防災組織補助金請求書
□ 通帳のコピー（口座名義・番号を確認できるもの）
□ 委任状（振込口座の名義が代表者以外である場合）

⑥補助金請求

補助金交付

フローチャート

③防災活動の実施
□写真の撮影等

交付申請書等必要書類を用意し、防災対策課へ提出してください。
※交付決定前に実施した防災活動は補助の対象外です。

申請書類を審査し、補助金交付決定書等を送付します。

・補助金交付決定書を受領したら、申請した防災活動を実施してください。
※物品や事業実施の様子を写真撮影すること
※消耗品購入等で領収書が発行された場合は保管しておくこと
・申請時に提出した事業計画に大幅な変更がある場合は、事前に変更申請が必要です。

実績報告書等必要書類を用意し、防災対策課へ提出してください。

実績報告を審査し、結果をお電話等でお伝えします。
・交付決定額と補助金確定額が同額の場合、補助金確定通知は省略します。
・交付決定額と補助金確定額が異なる場合、補助金確定通知書を送付します。

補助金請求書に必要事項を記入のうえ、必要書類と併せて防災対策課へ提出してください。
提出書類に不備等がない場合、請求から１か月程度で指定された口座へ補助金を振り込みます。
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